
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賃
借
料
を
決
め
る
目
安
に

　 

農
地
の
賃
借
料
情
報
を
提
供
し
ま
す

　

平
成
26
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
に
、
田

原
市
内
で
締
結
さ
れ
た
賃
借
料
水
準
は
、

表
の
と
お
り
で
す
。
市
全
体
の
平
均
と
、

各
地
域
の
実
勢
に
合
っ
た
金
額
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

※
こ
の
賃
借
料
は
あ
く
ま
で
参
考
額
で
す

の
で
、
実
際
の
賃
借
料
を
決
め
る
際
は
、

当
事
者
間
の
話
し
合
い
で
決
定
し
て
く
だ

さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
し
い
農
業
委
員
会
委
員

議
会
推
薦

  

こ
の
た
び
、
田
原
市
議
会
推
薦
の
渡
会

清
継
委
員
に
代
わ
り
、
平
松
昭
徳
氏
（
光

崎
）
が
新
た
に
就
任
し
ま
し
た
。
任
期
は

平
成
27
年
２
月
５
日
か
ら
平
成
29
年
７
月

27
日
ま
で
で
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４
月
は
「
耕
起
月
間
」
で
す

耕
作
放
棄
地
の
解
消
・
予
防
に

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す

　

農
業
委
員
会
で
は
、
田
植
え
前
の
４

月
、
病
害
虫
発
生
前
の
７
月
、
雑
草
の
種

が
飛
散
す
る
10
月
を
「
耕
起
月
間
」
と
定

め
、
農
地
の
適
正
管
理
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。

　

自
分
の
農
地
は
責
任
を
持
っ
て
管
理

し
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
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◦田（水稲）の部	 	 	 　（10a 当たり）

◦畑（ハウス敷地）の部		 	 　（10a 当たり） ◦畑（普通畑）の部	 	 	 　（10a 当たり）

▲平松昭
あきのり

徳さん

地域 最低額 最高額 平均額

田原地域 5800 円 1 万 5000 円 9400 円

赤羽根地域 9400 円 1 万円 9800 円

渥美地域 8000 円 1 万 7000 円 1 万 300 円

田原市平均 1万200円

地域 最低額 最高額 平均額

田原地域 2 万円 3 万 2000 円 2 万 6000 円

赤羽根地域 1 万　700 円 5 万 3000 円 3 万 3200 円

渥美地域 2 万円 7 万 7600 円 4 万 1000 円

田原市平均 3万3400円

地域 最低額 最高額 平均額

田原地域 5800 円 2 万 5600 円 1 万 5700 円

赤羽根地域 6700 円 3 万　300 円 1 万 8000 円

渥美地域 8500 円 2 万　600 円 1 万 4000 円

田原市平均 1万5900円

平成27年4月1日 │　 │14


